
長浜市選挙管理委員会告示第５０号 

 

 

   開票管理者及び同職務代理者の選任について 

 

  公職選挙法（昭和 25 年法律第 100 号）第６１条第２項及び公職選挙法施行令（昭和 25

年法律第 89号）第６７条第 1項の規定により、令和８年７月５日執行の滋賀県知事選挙に

おける開票管理者及び同職務代理者を次のとおり選任する。  

 

   

  令和８年６月１８日 

 

長浜市選挙管理委員会委員長 河﨑 顯了   

 

                                         

１ 開票管理者       長浜市朝日町７番２４号 

               河﨑 顯了 

 

２ 開票管理者職務代理者  長浜市宮司町９６５番地６３ 

               峯  正貴 

  

 


